
2025 年 12 月 5 日 

 

お客さま各位  

 

窓口タブレットシステム利用規定の制定について  

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。  

名古屋銀行では、ご来店いただくお客さまの利便性向上を目的とした次世代営業

店システムの導入にともない、窓口タブレットシステム利用規定を制定いたします。 

当行では、引続きお客さまに信頼され、安心してご利用いただけるサービスの提

供に努めてまいります。  

記  

1.  制定する規定  

窓口タブレットシステム利用規定  

2.  制定日  

２０２５年１２月８日（月）  

3.  規定の内容  

規定の内容につきましては、こちらからご確認ください。  

以上  

https://www.meigin.com/kitei/pdf/3-13-kitei.pdf

